
（第１３表）　不当労働行為事件一覧表

令和4年12月31日現在

組合員数

従業員数

28
(3)

110

※　該当事項１、２、３、４は、それぞれ次のとおり。

　　　１：不利益取扱い（労働組合法第７条第１号） 　　　２：団体交渉拒否（労働組合法第７条第２号）

　　　３：支配介入（労働組合法第７条第３号） 　　　４：報復的不利益取扱い（労働組合法第７条第４号）
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